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誤認による差し押えについて  

 

【概要】  

 平成 25年 10月 25日に市税滞納者Ａ氏の銀行預金の差し押えを執行したとこ

ろ、11 月１日にＢ氏より、自分の預金が差し押さえられているとの問合せがあ

り、Ａ氏と同姓同名、同生年月日であるＢ氏の銀行預金を誤って差押えしたこ

とが判明した。差し押えは同日中に解除の手続きを行うとともに、Ｂ氏に謝罪

し、また、差押えに伴いＡ氏宛てに送付した差押調書については既に回収した。 

 

【原因】  

 差押手続において銀行への調査の中で、氏名、生年月日、住所の確認を行っ

た際、住所確認が不十分であったにもかかわらず、氏名、生年月日が一致して

いたため同一人と判断し、差し押さえを執行してしまった。住所相違の場合に

は、滞納者の住民票などにより住所履歴の確認を行うべきであった。 

  

 

（納税課長のコメント） 

 ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、同様の誤り

を起こさないよう、同一人の特定作業等の事務処理の見直しを行い、再発防止

に取り組んでまいります。  

 

 


